
・　　 の無いもの→「プラスチック」

・工作などで加工や着色したもの→「可燃ごみ」

・デジタル体温計
　→「金物・小型電化製品」

●びんの色は口元の色で分ける
●キャップを取りはずし、中をすすぐ
・金属製のキャップ→「金物・小型電化製品」
・プラスチック製のキャップ→「プラスチック」
・割れたびん、汚れのひどいびん、乳白色のびん、
　香水のびん、農薬のびん→「埋立ごみ」

●ラベルは
　剥がさなくても
　よい

・くつ、カバンなどで大きな金属部品
　（ファスナー程度は可）を取り外せないもの
　→「金物・小型電化製品」

可燃ごみ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

空 き び ん

ペットボトル

廃 食 用 油

有 害 ご み
（電池・蛍光管・
 水銀を含むもの）

プラスチック

埋 立 ご み

処理方法は裏面又は「ごみ分別ガイドブック」をご覧ください。
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◆市では収集できないごみ

空 き 缶

可

燃

ご

み

緑色の指定袋に入れてください。収集券を貼って出せるものは木質ごみと50cm以内に切った布団やじゅうたんです。 50cm以上のプラスチックごみは、自己搬入してください。

空き缶・空きびん・ペットボトル・スプレー缶・廃食用油は集積所にある指定のコンテナへそれぞれ入れてください。

有害ごみは、金物・小型電化製品と袋を分けてください。充電式電池部分が膨らんで危険なものはリサイクルステーションへ自己搬入。

透明の指定袋に入れてください。（汚れの取れないものは可燃ごみへお出しください）

透明の指定袋に入れてください。入らない場合は、収集券を直接ごみに貼ってください。 充電式電池は発火のおそれがあるため絶対に入れないでください。

透明の指定袋に入れてください。（袋が破れない程度の量）　入らない場合は、収集券を直接ごみに貼ってください。

不

燃

ご

み
（

資

源

に

す

る

ご

み

）

・電池・電気を使うおもちゃ
　電池を外して本体は「金物・小型電化製品」
　電池を外せない製品は「有害ごみ」

金　　　　物
小型電化製品

（飲食・飲み薬・化粧品）

（　 がない製品プラスチックと
 　  があるプラスチック製容器包装）

自治会名
収集曜日は祝日などの係わりから、必ずしも定まっている訳ではありません。収集日は、ごみカレンダーで確認してください。 このカレンダーは再生紙です。

［問い合わせ先］　ごみ資源循環課　TEL 0538-37-4812　　FAX 0538-36-9797

金物・小型電化製品　有害ごみ
Partes metálicas / ferramentas Pequenos 
aparelhos eletrônicos 
Lixos tóxicos

可燃ごみ
Lixo de cozinha・Lixo Tipo plástico
Galhos de poda ・ Capim

空き缶　空きびん
ペットボトル　廃食用油
Latas vazias Garrafas/frascos de vidro
Garrafas plásticas PET・Óleo de cozinha usado

プラスチック
Embalagens e recipientes
plásticos

埋立ごみ
Lixo para aterrar

令和8年度家庭ごみ収集カレンダー磐　田　市

すべてのごみは、収集日の午前8時までに出してください。 裏面もご覧下さい。

台所ごみ 布団・じゅうたん・布類

木質ごみ 草・落ち葉

アルミ缶・スチール缶

ガラスびん

製品プラスチック　　　がないもの

金属製品

電池

がれき類

蛍光管 体温計（水銀入り）

小型電化製品（電気・電池を使うもの） 自転車

プラスチック製容器包装　　　があるもの 絶対に出してはいけないもの

ペットボトル

使用済み天ぷら油など

スプレー缶・ガス缶

「プラスチック」の対象とならないもの 革製品・ゴム製品

その他

このマークの表示があるもの
（ラベルに表示があれば可）

飲料・食料品の缶など（キャップやふたも含む）
飲料・食料品以外も可（ペンキ缶・オイル缶など）
●中をすすぐ ●一斗缶（18ℓ）以上の缶→「金物・小型電化製品」

●ファスナー程度は可
●50cm以内に切り、
　ひもで束ねて
　収集券を貼る

●資源化にご協力を。
　裏面の再生業者を
　ご利用ください。太さ20cm、長さ50cm以内に切り、

ひもで束ねて収集券を貼る

緑色の指定袋
２袋までと
木質ごみ

（草・落ち葉含む）

２袋または
２束まで

（自治会活動も含む）

透明の指定袋
4袋まで

透明の指定袋
3袋または3個まで

透明の指定袋
2袋または2個まで

無色（透明） 茶色 その他の色

◆ごみ集積所に出せるごみの大きさ
可燃ごみ
長さ 50㎝以内のもの
大きいものや長いものは50㎝以内
の大きさになるように切ってくだ
さい。

金物・小型電化製品、埋立ごみ
大きさが120㎝×50㎝×30㎝以内のもの
この大きさを超えるものは、中遠広域粗大ごみ処理
施設へ自己搬入してください。

※木の枝は太さ20㎝、長さ50㎝以内
に切ってください。

50cm以上のプラスチック製品は
磐田市クリーンセンターへ自己搬入してください。

※自転車は上記の大きさを
超えますが、１回に２台まで
ごみ集積所に出すことがで
きます。
※縦向き横向きは問いません。

整髪料・殺虫剤・カセットボンベなど
●中身を使い切り、穴はあけない
　スプレー缶専用コンテナへ入れる

サラダ油、オリーブオイル、ごま油など食用油のみ対象です
●ペットボトルなどふたのある透明なプラスチック容器に入れ、こぼれないようにする
※機械油（エンジンオイル等）は市での回収不可

●電池（充電池）
　は外して
　有害ごみへ

●指定袋に入らないものは
 　包装箱に入れて収集券を貼る
・LED蛍光管
　→「金物・小型電化製品」

●割れたガラスやびん等が危険な場合は、新聞紙やチラシで包む。（紙袋やレジ袋へ入れるのは不可）

※除湿器等はフロン（冷媒ガス）を抜く（業者へ依頼：有料）
※パソコン、携帯電話は「回収ボックス」（裏面）へ

●刃物は危なくないように新聞紙や
チラシで包む
（紙袋やレジ袋へ入れるのは不可）
●かばん、キャスターなどで金属部
品を取り外せないもの
●錆びているが形があるもの
●びん詰めのフタ

●1回に2台まで
●電動アシスト自転車は
　バッテリーを外す

不
燃
ご
み

●ラベルはできるだけはずす
●キャップを取りはずし、軽く
　水洗いしてできるだけつぶす

20
cm

50cm

電球・LED電球 アルミホイル

ヘルメット

釣竿

金属製のチューブ ライター
石・コンクリート塊は
15cm以下ガラス

洗濯ばさみ
包丁

チャイルドシート

スーツケースカミソリ

おもちゃ扇風機掃除機電気カーペット

コンセント

除湿機

かさ一斗缶

フライパン

陶器

●ガスを
　抜く

●中身は空に

グラスファイバー製品
カーボンファイバー製品

農薬の空きびん
香水のびん
乳白色のびん

割れた
びん

●中身は空にする

法律や制度により
リサイクルするごみ

テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン、
オートバイ、自動車、消火器

農薬、化学薬品、ガスボンベ、塗料、ピアノ、オートバイ、金庫
石膏ボード、断熱材、自動車の部品（マフラー、タイヤなど）、
大型バッテリー、機械油、注射針 等　※販売店等に相談してください。

事業系ごみ

特殊・危険なごみ

事業活動に伴い出るごみ（農業や自営業なども含む）

●水分を切る

●汚物はトイレに捨てる

紙おむつ 使い捨てカイロ保冷剤

●不法投棄ごみ(道路・河川に捨てられたごみ)に関するお問い合わせは、環境課（TEL 0538-37-2702）へ連絡してください。

ラベル・キャップは
プラスチックへ

注意

スプレー缶

家庭ごみの分け方・出し方 ごみの分別はしっかり行ってください。指定袋や収集券には、
地区名（アパート名)及び氏名の記入をお願いします。

いずれかに該当するもの
●一辺が50cm以上のもの
●厚さが5mm以上のもの
●汚れが取れないもの

災害時のごみの出し方については、ごみ分別ガイドブックの28ページをご覧ください。

50cm

30cm

120cm

・キャップ、ラベル→「プラスチック」

コンクリートブロック
（鉄筋のないもの）

錆びていても可
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かんたん！便利！ごみ分別アプリ
しっぺいのゴミチェッカー

Ⓒ磐田市

プランター

まな板

ゴム手袋 くつ かばん ゴムホース

輪ゴム

50ｃｍ以内
に切る

バケツ ハンガー

スプーン・フォークストロー
タッパー

発泡スチロール等
の緩衝材類

トレイ類

ボトル類ビニール袋類カップ、パック類

充電式小型家電
→「有害ごみ」

ライターや刃物
→ライター ：「埋立ごみ」
→刃物 ：「金物・小型電化製品」

３つのポイントをすべて満たしているもの
①プラスチックだけでできている
②一辺が50cm未満、厚さが5mm未満である
③汚れていない

●集積所にある容器に入れる
・乾電池、ボタン電池
・小型充電式電池(リチウムイオン・ニッケル・ニカド)
・充電式小型家電（充電式電池が内蔵されて取り外せないもの）

※令和８年４月から変更

4月 APRIL
日　　月　　火　　水　　木　　金　　土

5月 MAY
日　　月　　火　　水　　木　　金　　土

6月 JUNEAbril Maio Junho
日　　月　　火　　水　　木　　金　　土

7月 JULY
日　　月　　火　　水　　木　　金　　土

8月 AUGUST
日　　月　　火　　水　　木　　金　　土

9月 SEPTEMBER
日　　月　　火　　水　　木　　金　　土

10月 OCTOBER
日　　月　　火　　水　　木　　金　　土

11月 NOVEMBER
日　　月　　火　　水　　木　　金　　土

12月 DECEMBER
日　　月　　火　　水　　木　　金　　土

1月 JANUARY
日　　月　　火　　水　　木　　金　　土 日　　月　　火　　水　　木　　金　　土 日　　月　　火　　水　　木　　金　　土
2027 2月 FEBRUARY2027 3月 MARCH2027
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7 東大久保、鎌田（鍬影、坊中、長江）、新貝、東貝塚、稗原、
万正寺、上大之郷、下岡田、上岡田、大和田、上大原、中大原、下大之郷、浜部、川成
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